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令和３年度鹿屋市一般会計補正予算（第２・３・４号）の概要 

１ 補正予算の概要 

今回の補正予算は、国の補助金を活用した「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯

に対する特別給付金」や令和２年７月豪雨による被災者に対し、県や本市に寄せられた

義援金を速やかに支給するための事業（第２号）、国・県補助金等の決定を受けて実施す

る事業（第３号）及び「緊急小口資金」等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件

を満たす生活困窮世帯に対し、国の補助金を活用し、「新型コロナウイルス感染症生活困

窮者自立支援金」を支給するための経費（第４号）を計上しました。 

２ 予算規模 

補正予算額（第２号）   ２０８,６０５千円（一般財源        ０千円） 

補正予算額（第３号）   ３８２,５５１千円（一般財源         ０千円） 

補正予算額（第４号）    ３３,７１０千円（一般財源         ０千円） 

補正後予算額    ５２,９２５,３１３千円（一般財源２９,４７３,４７１千円） 

（対前年度同期比 ▲１２,５５９,９７６千円 １９.２％の減） 

３ 主な事務事業 
 
 

①子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯以外） 子育て支援課 

対象者 

以下のいずれかに該当する方 

① 令和３年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けて

いる方で、令和３年度分の市民税均等割が非課税である方【申請不要】 

② ①のほか、対象児童（18歳年度末までの子（障害児については20歳

未満））の養育者で、以下のいずれかに該当する方【要申請】 

※令和３年４月～令和４年２月末までに生まれる新生児も対象 

・令和３年度分の市民税均等割が非課税である方 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①と同

様の事情にあると認められる方（家計急変者） 

区分 対象児童数 

① 
児童手当受給者 1,600人 

特別児童扶養手当受給者 30人 

② 家計急変者等 630人 

合 計 2,260人 

※ 「低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金」については、
第１号補正（令和３年４月19日専決処分）により予算措置し、令和３
年４月30日以降、支給を開始しています。 

給付額 児童１人あたり一律５万円 

支給時期 
① 令和３年６月 30日（水） 

② ７月以降を予定 

予算額 115,497千円（財源内訳：国 115,497千円） 

補正予算第２号                        ２.１億円 
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②令和２年７月豪雨災害見舞金支給事業 福祉政策課 

内 容 

令和２年７月豪雨による被災者に対して昨年11月に見舞金を支給し

て以降、県や本市に寄せられた義援金を、被災の程度に応じて見舞金と

して支給します。 

 

【県義援金（第２次配分）】87,808千円 

対象者：住宅の居住者（県第１次配分の対象者と同じ） 

区 分 世帯数 
支給単価 

（千円） 

事業費 

（千円） 

住宅 

全壊 14 1,248 17,472 

大規模半壊 ６ 1,040 6,240 

半壊 25 624 15,600 

床上浸水 106 416 44,096 

 うち県１次配分追加世帯 22 200 4,400 

計 151  87,808 

※１ 令和２年７月豪雨災害義援金(第２次配分)鹿児島県配分委員会決定額（令和３年３月23日通知） 

※２ 県第１次配分：35,700千円（令和２年11月支給済） 

 

【市義援金（第３次配分）】5,300千円 

対象者：これまでの市第１次、第２次配分（住宅の居住者及び小規模

事業者に配分）において支給の対象とならなかった事業者

やアパート等の家主 

区 分 

世帯数 
支給単価 

（千円） 

事業費 

（千円） 
事業者 家主 

小規模以外 アパート等 貸店舗 

全壊 0 3 0 120 360 

大規模半壊 0 0 0 －  － 

半壊 1 0 1 100 200 

準半壊 

床上浸水  16  80 1,280 

浸水被害(※1) 10  12 80 1,760 

上記以外 0 0 0 － － 

一部損壊 
浸水被害(※1) 2  17 80 1,520 

上記以外 0 6 0 30 180 

計 13 25 30 － 5,300 

※１ 事業者や貸店舗は、床上床下の区別がないため、浸水被害と表記 

※２ 市第１次、第２次配分 11,650千円（令和２年９～11月支給済） 

支給時期等 
対象者への通知：６月11日（金）～ 

支給開始   ：６月30日（水）～ 

予算額 93,108千円（財源内訳：その他 93,108千円） 
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①過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 地域活力推進課 

内 容 

国の交付金等を活用し、菅原地区及び花岡地区の地域運営組織が主

体となって実施する地域活性化等を図る取組を支援し、継続的な集落

の維持及び活性化を図ります。 

また、同地区で活動する地域おこし協力隊を採用し、本事業を推進し

ます。 

①菅原地区（天神町・船間町・小野原町） 24,829千円 

実施主体：菅原地域づくり協議会 

取組内容：地域交流拠点づくり、耕作放棄地・空き家活用、特産品開

発・情報発信等 

②花岡地区（旧鶴羽小学校区９町内会） 10,154千円 

実施主体：花岡おこし会 

取組内容：健康づくり支援事業、ウォーキングイベント開催 

※地域おこし協力隊に係る経費（１名） 3,569千円 

予算額 38,552千円（財源内訳：国 24,829千円、その他 13,723千円） 

 

②農産物輸出拡大施設整備事業 農林水産課 

内 容 

国の交付金等を活用し、市内の経営体が実施する青果用さつまいも

の国外需要に対応するための冷蔵貯蔵施設整備に要する経費を助成

し、安定した生産と流通を促進することで、本市農業の発展と農家の経

営安定を図ります。 

【事業内容】冷蔵貯蔵施設 １棟（2,172.96㎡） 

貯蔵量 2,000ｔ 

【事 業 費】600,000千円（補助金 272,727千円 実施主体 327,273千円） 

予算額 272,727千円（財源内訳：県 272,727千円） 

 

③鹿屋女子高タブレット端末整備事業 教育総務課 

内 容 

国の補助金を活用し、鹿屋女子高の学習用タブレット端末を導入す

ることで、高度情報化社会に対応できる教育環境を整備します。 

【事業内容】学習用タブレット端末 80台 

 

○タブレット端末の導入状況（令和３年４月現在） 

区分 計 

生 徒 数 473人 

導入済端末 280台 
 

予算額 5,600千円（財源内訳：国 3,600千円 その他 2,000千円） 

  

補正予算第３号【 国・県補助金等の決定を受けて実施する事業 】 ３.８億円 
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①新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業 福祉政策課 

対象者 

「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例貸付の借入限度額に達
している世帯等で、以下の要件を満たす方（※生活保護世帯は除く。） 
 
① 収入要件（月額） 

※４人世帯までの場合 

区分 基準額 家賃額 収入要件 

単身世帯 78,000円 24,200円 102,200円以下 

２人世帯 115,000円 29,000円 144,000円以下 

３人世帯 140,000円 31,500円 171,500円以下 

４人世帯 175,000円 31,500円 206,500円以下 

 
② 資産要件 

預貯金が上記「基準額」の６倍以下（ただし100万円以下） 
 

③ 求職等要件 

ハローワークに求職の申込みをし、常用就職を目指し求職活動を行
うこと等 

支給額 

区分 支給額 
(月額) 

最大３ヶ月間 
支給を受けた場合 

単身世帯 60,000円 180,000円 

２人世帯 80,000円 240,000円 

３人以上世帯 100,000円 300,000円 
 

支給期間 
令和３年７月以降の申請月から最大３ヶ月間 
（申請受付は８月末まで） 

予算額 33,710千円（財源内訳：国 33,710千円） 

 
 

補正予算第４号                        ０.３億円 


